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●購入対象者
① 2019年度分の住民税が課税されていない人　　

（課税基準日：2019年１月１日）
　※ただし、下記に該当する人は除きます。
　・住民税が課税されている人に扶養されている人
　　（生計を一にする配偶者、扶養親族等）
　・生活保護等を受給している人　など
② 2016年４月２日から2019年９月30日までに　

生まれた子どもがいる世帯の世帯主

●商品券内容
商品券取扱店での5,000円分の買い物等に利用できる
商品券（１冊…500円券10枚つづり）が4,000円で
販売され、対象者１人につき５冊（購入対象者②に該
当する人は子ども１人につき５冊）まで購入できます。
※商品券の購入には、申請後に交付される引換券が

必要です。ただし、購入対象者②に該当する人は
申請不要です。

●申請期間
2019 年８月１日（木）～2019 年12 月27 日（金）
受付時間は午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

（土・日・祝日は除く）。ただし、木曜日は午後７時まで。

●申請場所
鞍手町役場福祉人権課「プレミアム付商品券窓口」
※基準日（2019 年１月１日）時点で、住民票がある 
　市町村に申請してください。

●申請に必要なもの
・申請書類（対象者となる可能性のある人には、

７月下旬に郵送します。）
・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、

健康保険証、パスポートの写し等）
※代理人申請の場合は代理人の本人確認書類も必要で
　す。また、町外に住んでいる人に扶養されている場
　合は扶養している人の非課税証明書が必要です。

●問い合わせ
申請について
役場福祉人権課福祉係
☎４２－２１１１（内線２４４・２４５）
制度について
プレミアム付商品券専用ダイヤル
☎０５７０－０２－２０３６

カクニャン

消費税率の引上げが家計に与える
影響を緩和するとともに、
地域の消費を下支えするために
プレミアム付商品券を発行します。

住民税非課税の人

（申請が必要）
2019年度分の住民税
（均等割）が
課税されていない人

（申請は不要）
2016年４月２日から
2019年９月30日までに
生まれた子どもがいる世帯

小さな乳幼児のいる
子育て世帯

対象者１人につき、２万円まで購入できます。
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●取扱店に登録できる店舗・事業所
右記「登録についての説明会」に参加する店舗・事業所
※ただし、次のイ～ハに該当するものは除きます
イ　役員等が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
　　第２条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団員と社会的
　　に非難されるべき関係を有している者
ロ　「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２
　　条に該当する営業を行う者
ハ　特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗
　　に反する営業を行うもの

●商品券換金の流れ
（例）換金の締日が 10月10 日の場合（注：締日を経過すると、振込までに最長２か月を要する場合があります。）

●登録についての説明会
【と　き】2019年７月18日（木）午後１時30分～
【ところ】くらじの郷保健棟　多目的ホール
※説明会終了後、登録の可否を確認します。

●問い合わせ
取扱店の登録について
役場地域振興課地域振興係
☎４２－２１１１（内線３４３）

プレミアム付商品券は、取扱店に登録された店舗や事業所で利用することができ、
取扱店については、商品券購入対象者への取扱店一覧の配布や、町のホームページ
への取扱店一覧の掲載により周知を行います。
また、取扱店であることを示すステッカー等の販促物も提供します。
あなたのお店も取扱店に登録してみませんか。

プレミアム付商品券の取扱店に
登録しませんか

　事業者の皆さん

住民 印刷会社
（凸版印刷）商品券取扱店

鞍手町 ③換金データ提供
（11月12日）

④振込
（11月15日）

①商品券利用 ②商品券換金依頼
（10月10日）
締日は毎月１～２回
（レターパック）

商工会が発行する
地域振興券とは異なりますので、
ご注意ください�

●「プレミアム付商品券」を販売するために、町や内閣府などが手数料などの振込を求めることは絶対に
ありません。

●町や内閣府などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対に
ありません。

●現時点で、町や内閣府などが住民の皆さんの世帯構成など個人情報を紹介することは絶対にありません。

自宅や職場などに町や内閣府の職員などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、
町や最寄りの警察署（または警察相談専用電話（＃９１１０））にご連絡ください。


